
千葉市では、令和４年３月１６日に発生した福島県沖を震源とする地震に関し、福島県相

馬市から災害対応に係る職員派遣の要請を受け、職員を派遣しますので、お知らせします。 

 

１ 派遣先 

  福島県相馬市 

 

２ 活動概要等 

（１）活動内容   

災害に係る住家の被害認定調査 

（２）派遣人数   

２人 

（３）派遣期間   

令和４年５月９日（月）～令和４年５月２１日（土） 

※活動日初日の前日の５月８日（日）に出発する。 

（４）要請元    

相馬市 

※相馬市は、本市と同様に、千葉氏によって発展を遂げてきたという共通の歴史を持 

 つ都市であり、相馬市と本市は、これまでも防災・観光などの分野で連携を深めて 

きた。今回、その相馬市から派遣要請があり、派遣を行うこととした。 

（５）出発式    

ア 日時  

令和４年４月２８日（木）１０：００から 

イ 会場  

市役所３階 秘書課市長室前室 

ウ 出席者  

市長、派遣職員 他 

  エ 取材について 

    取材を希望する場合は、直接会場へお越しください。 

 

 

 
 

令和４年４月２５日 
危機管理課  
防災対策課  
人事課 
 (問い合わせ先は末尾に記載) 

   

 

福島県沖を震源とする地震の災害対応に係る相馬市への千葉市職員の派遣について 

 

記者発表資料 

問い合わせ先 
【派遣全般に関すること】 
  総務局危機管理部危機管理課 電話２４５－５１３６ 
【被害認定調査に関すること】 
  総務局危機管理部防災対策課 電話２４５－５１５０ 
【派遣職員に関すること】 
  総務局総務部人事課     電話２４５－５０３１ 


